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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和７年度第２回枚方市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和７年12月３日（水） 
13時30分から 

15時27分まで 

開 催 場 所 別館４階 第３委員会室 

出 席 者 

会長：熊谷委員  

会長代理：山野委員 

委員：阿部委員、岡井委員、上山委員、小野委員、大町委員、 

松本委員、松岡委員、八尾委員、高野委員、一原委員、 

三上委員、若槻委員 

欠 席 者 若狭委員 

案  件  名 

【審議案件】 

議案第６号 東部大阪都市計画生産緑地地区の変更について 

議案第７号 特定生産緑地の指定について 

【報告案件】 

・招提東町地区地区計画の都市計画提案について 

（市街化調整区域における地区計画） 

・高田一丁目地区地区計画の都市計画提案について 

（市街化区域編入を伴う地区計画） 

【その他】 

提出された資料等の 

名 称 

令和７年度第２回枚方市都市計画審議会議事次第 

令和７年度枚方市都市計画審議会委員名簿 

令和７年度第２回枚方市都市計画審議会議案書 

令和７年度第２回枚方市都市計画審議会議案書説明資料 

令和７年度第２回枚方市都市計画審議会報告案件説明資料 

決  定  事  項  
付議案件について、すべて原案のとおり承認 

諮問案件について、意見なし 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 
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傍 聴 者 の 数 １人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
都市整備部都市計画課 

審 議 内 容 

熊谷会長 

 

 

 

 

 

西倉都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員 

 

熊谷会長 

 

 

 

 

出席委員 

 

熊谷会長 

 

 

それでは定刻となりましたので令和７年度第２回の枚方市

都市計画審議会を開催したいと思います。 

本日は御多忙の中、年末の中、審議会に参加いただきまして

誠にありがとうございます。初めに事務局から、委員の出席状

況について御報告をお願いいたします。 

 

都市計画課の西倉でございます。本日はよろしくお願いいた

します。 

本日の本審議会の委員総数 15 名のうち、14 名の方に御出席

いただいておりまして、枚方市都市計画審議会条例第６条第２

項の規定に基づき審議会が成立しておりますことを御報告い

たします。 

 

ありがとうございました。本審議会は成立しているというと

ころでございます。 

次に本審議会は「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規

定」に基づきまして原則公開となっております。本日の案件を

確認したところ、個人情報などの公開すべきでない情報が含ま

れた案件はございませんので、本日の審議会は公開としますが

御異議はございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ありがとうございます。異議なしと認め、本日の審議会は公

開といたします。 

次に本日、傍聴願が提出されております。傍聴を認めたいと

思いますが御異議はございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ありがとうございます。それでは傍聴人に入場していただき

ます。傍聴人が着席するまでしばらくお待ちください。 
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熊谷会長 

 

 

 

 

 

 

 

西倉都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

 

 

小山副市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（傍聴人 入場） 

 

再開します。傍聴人の方にお伝えいたします。審議会の円滑

な議事進行のため、拍手、発言、私語などは一切禁じておりま

す。また、携帯電話やスマートフォンも電源を切るか、マナー

モードに設定いただきますようお願いいたします。録音や撮影

なども御遠慮ください。以上、遵守されない場合は退場してい

ただく場合もございますので、よろしくお願いいたします。 

続いて、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。 

 

資料の確認をさせていただきます。議事次第、委員名簿、座

席表を配付しております。その他、議案書、議案書説明資料、

報告案件説明資料につきましては、事前に皆様にデータを送付

しております。なお、希望される委員におかれましては引き続

き、紙資料を御用意しております。不足等ございませんでしょ

うか。資料の確認につきましては、以上でございます。 

 

ありがとうございました。それでは、審議会の開催にあたり

まして、市を代表して小山副市長より御挨拶をいただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

副市長の小山でございます。開会にあたりまして、一言、御

挨拶を申し上げます。 

委員の皆様方におかれましては、公私、何かとお忙しい中、

本日の審議会に御出席をいただきまして誠にありがとうござ

います。また本市の都市計画行政に関しまして、平素より御指

導とお力添えをいただいておりますことを重ねてお礼を申し

上げます。 

初めに、前回の審議会におきまして、御審議をいただきまし

た、山田池北町地区及び楠葉花園町地区における用途地域の変

更に関連する都市計画でございますが、去る 10月 31日にそれ

ぞれの都市計画の告示を行いましたことを御報告させていた

だきます。 

さて、本日の案件でございますが、毎年１回の定期見直しと

して提出をさせていただいております、東部大阪都市計画生産

緑地地区の変更につきまして、御審議をいただきますととも

に、特定生産緑地の指定につきまして、御意見をいただきたい

と考えております。 

また、これから手続きを進めてまいります、招提東町地区及
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熊谷会長 

 

 

 

 

 

 

西倉都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び高田一丁目地区の都市計画提案について、報告をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

以上、簡単ではございますが、委員の皆様には引き続き、本

市のまちづくりに変わらぬ、御支援と御協力をいただきますよ

う、お願いを申し上げまして、開会にあたっての御挨拶とさせ

ていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

どうもありがとうございました。それでは次第に沿って進め

て参ります。これより、議事次第１の審議案件に入ります。 

議案第６号、東部大阪都市計画生産緑地地区の変更について

でございます。事務局から説明をお願いいたします。 

説明が長くなるようでしたら、着席のままでお願いいたしま

す。 

 

議案第６号、東部大阪都市計画生産緑地地区の変更につきま

して、御説明いたします。皆様、タブレットへの資料の表示は

よろしいでしょうか。それでは着座にて説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

初めに、制度の概要でございますが、生産緑地地区は市街化

区域内における緑地機能や公園緑地等の公共施設用地、災害時

の緊急避難空間など、多目的な機能を有する農地等を計画的に

保全し、良好な都市環境を形成することを目的として定めるも

のでございます。生産緑地に指定されますと、農地等として維

持するため、建築物の建築等の行為が制限されます。しかしな

がら、主たる農業従事者が死亡又は従事することが不可能とな

るような故障が生じた場合や、地区指定から 30 年を経過した

場合は、市長に対し、買取りを申し出ることが可能となり、申

出から３ヶ月以内に買取りや他の農業従事者へのあっせんが

成立しない場合は、建築等の行為の制限が解除され、土地利用

が可能となるものでございます。生産緑地地区の面積推移につ

きましては、下の表及び右のグラフにお示しのとおり、農業従

事者の高齢化や後継者不足などにより、平成４年の当初指定以

降、減少傾向が続いております。なお、令和６年度に面積が増

加しておりますのは、村野駅西地区及び茄子作地区における土

地区画整理事業に伴い、市街化区域に編入された区域内で、営

農の継続を希望される農地を新たに生産緑地地区として指定

したことによるものでございます。生産緑地地区は市街化区域

内に指定する都市農地でございますが、都市農地につきまして

は、平成 28 年に閣議決定されました都市農業振興基本計画に
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おいて、従来の宅地化すべきものから、都市にあるべきものへ

と大きく方向転換し、計画的に保全していくことが示されまし

た。これを受けまして、本市では、生産緑地地区の指定促進や

区域拡大を図るため、平成 30年 10月に条例を制定し、必要面

積を従来の 500平方メートルから 300平方メートル以上へと緩

和いたしました。さらに令和６年４月からは、一団の農地等の

要件を満たす場合は、100 平方メートル以上の農地も新たに指

定できるよう拡大しております。こうした取組を通じて、都市

農地の保全を進めるとともに、関係機関の皆様の御協力をいた

だきながら、農業関係者の皆様への周知に努めているところで

ございます。 

これより、今回の変更内容でございます。画面に赤い丸でお

示ししておりますのが、今回の変更地区の位置。オレンジで着

色しておりますのが、市街化区域。着色していない区域は、市

街化調整区域でございます。お示しの表は生産緑地地区の変更

内容の一覧でございます。 

地区数や面積の増減等につきましては、次のページの資料で

御説明いたします。左から変更内容とその内訳、地区数、変更

前後の増減面積をお示ししております。 

初めに、地区の区域変更につきましては、買取申出や追加指

定、公共施設等の設置に伴い、11地区で変更があり、面積とし

て約 1.13 ヘクタール減少するものでございます。次に、地区

の廃止につきましては、買取申出と公共施設等の設置に伴い、

10 地区、面積にして約 0.87 ヘクタール減少するものでござい

ます。全体合計といたしましては、地区数が 428 地区から 10

地区の減少となり、418地区に。面積といたしましては、約 84.97

ヘクタールから約２ヘクタール減少し、約 82.97ヘクタールと

なるものでございます。次に、変更理由ですが、市街化区域内

の緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に

保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として、新

たに生産緑地地区を変更するものでございます。 

また、公共施設等の用に供した生産緑地や、生産緑地法第 10

条の規定に基づく買取申出により、行為制限の解除された生産

緑地については、農地としての機能が失われたことから、生産

緑地地区を廃止及び変更するものでございます。 

次に、個別の変更内容でございますが、その前に図の凡例に

ついて、簡単に御説明させていただきます。生産緑地地区の名

称、位置、変更内容につきましては、黒の太字で表示しており

ます。また、画面下の凡例にございますとおり、変更後の区域
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は、薄緑色、廃止する区域は、黄色の下地にドット。追加する

区域は、赤色の斜線でお示ししております。さらに、地形図内

でオレンジ色の太い帯状の線で縁取っている部分は、本市の市

街化区域界を表しております。 

それでは、順に変更地区を御説明いたします。南楠葉二丁目

の楠葉Ａ27の３地区でございます。こちらの地区につきまして

は、地区全体で買取申出があり、行為制限を解除しましたので、

地区全体を廃止するものでございます。 

続いて、西船橋二丁目の楠葉Ｂ１地区では、地区の一部で買

取申出があり、行為制限を解除しましたので、区域縮小するも

のでございます。 

次に、招提中町二丁目の、殿二Ｂ16地区では、地区全体で買

取申出があり、行為制限を解除しましたので、地区全体を廃止

するものでございます。 

同じく、招提東町一丁目の殿二Ｂ20地区では、地区全体で買

取申出があり、行為制限を解除しましたので、地区全体を廃止

いたします。 

同じく、田口一丁目の山田Ａ９地区におきましても、地区全

体で買取申出があり、行為制限を解除しましたので、地区全体

を廃止するものでございます。 

次に、中宮山戸町の山田Ａ39地区では、地区の一部で買取申

出があり、行為制限を解除しましたので、区域縮小するもので

ございます。 

同じく、出屋敷元町二丁目の山田Ｂ７及びＢ９地区では、地

区の一部で買取申出があり、行為制限を解除しましたので、区

域縮小するものでございます。 

また、図の中央の山田Ｂ８地区につきましては、地区全体で

買取申出があり、行為制限を解除しましたので、地区全体を廃

止するものでございます。 

次に、出屋敷元町一丁目の山田Ｂ37地区では、地区の一部で

買取申出があり、行為制限を解除しましたので、区域縮小する

ものでございます。 

次に、春日北町一丁目の津田Ａ７地区では、地区全体で買取

申出があり、行為制限を解除しましたので、地区全体を廃止す

るものでございます。 

また、津田Ａ７－１地区につきましては、地区の一部で買取

申出があり、行為制限を解除しましたので、区域縮小するもの

でございます。 

次に、春日元町一丁目の津田Ａ29地区及び春日東町二丁目の
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津田Ａ30 地区については、どちらも地区全体で買取申出があ

り、行為制限を解除しましたので、地区全体を廃止するもので

ございます。 

同じく、津田南町二丁目の津田Ｂ32地区につきましても、地

区全体で買取申出があり、行為制限を解除しましたので、地区

全体を廃止するものでございます。 

次に、東中振二丁目の蹉跎 26 地区及び南中振一丁目の蹉跎

27地区につきましては、緑色の区域でお示しの都市計画公園中

振中央公園の都市計画区域内にあり、蹉跎 26 地区については

地区全体、蹉跎 27 地区につきましては地区の一部において、

公園の暫定整備を目的に、行為制限を解除しましたので、地区

の廃止及び区域変更を行うものでございます。 

次に、出口四丁目の蹉跎 47 地区につきましては、地区の一

部で買取申出があり、行為制限を解除しましたので、区域縮小

するものでございます。 

次に、村野本町の川越Ａ23地区では、地区の一部で買取申出

があり、行為制限を解除しましたので、区域縮小するものでご

ざいます。 

次に、茄子作東町の川越Ｂ16地区についてですが、本地区の

北側に位置する村野浄水場から南部大阪への送水管の更新工

事に伴う事業用地として活用するため、行為制限を解除しまし

たので、区域縮小するものでございます。 

最後に、茄子作五丁目の川越Ｂ32地区では、追加指定の申出

がありましたので、川越Ｂ32地区に面積を追加するものでござ

います。 

なお、こちらの地区につきましては、冒頭の生産緑地地区の

面積推移の際に、御説明させていただきました茄子作土地区画

整理事業区域内で更なる追加指定の御要望があったため、区域

の追加指定を行うものでございます。 

今後、土地区画整理事業におきまして、各生産緑地地区を集

約する換地を行って参ります。地区の個別説明は以上でござい

ます。 

最後に、都市計画手続きにつきまして、これまでの経過と今

後の予定でございます。本年８月に大阪府との協議を実施し、

大阪府からの意見は特にございませんでした。また、９月 26

日から 10月 10日までの期間において、都市計画案の縦覧を行

いましたが、縦覧者及び意見の提出もございませんでした。 

今後の予定といたしまして、本日の審議会にて御承認をいた

だきましたら、都市計画の変更に向けた手続きを進め、本年 12
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熊谷会長 

 

 

 

 

 

松岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷会長 

 

月中旬に都市計画の変更告示を行う予定でございます。議案第

６号、東部大阪都市計画生産緑地地区の変更についての説明は

以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

御説明どうもありがとうございました。 

では、この議案第６号につきまして、皆様から御意見、御質

問ございましたら、挙手をお願いいたします。 

松岡委員お願いいたします。マイクをお持ちしますので、し

ばらくお待ちください。 

 

それでは、私の方から少し質問させていただきたいと思うん

ですけれども、今回生産緑地地区の変更ということで、この中

には南楠葉、西船橋のとこの２つのね、廃止や面積減少が示さ

れております。合計面積でいうと、約 0.2から 0.3ヘクタール

ほどになると思うんですけれども、これ、例えば西船橋はね、

かつて大雨によって、浸水となった地域です。さらに、南楠葉

に至っては、集中豪雨によって胸のあたりまでね、浸水を一度

起こしたことがある地域であって、浸水後はね、これ、本当多

額の税金を使って、貯水管工事が行われたんですけれども、そ

もそもずっと過去は、楠葉地域はね、水田が多かった地域だと

いうことで水に強いね、地域ではなかったということだと思う

んですよね。やっぱり、その行政としても、私は、地域の歴史

背景なんかも見ながらね、しっかりと貯水池の役割を果たして

くれる田畑をね、守っていくような施策は必要じゃないんだろ

うかということは思っておるんですけれども。近年も気候変動

の影響によって、異常気象が続いており、その結果、やっぱり

この数年明らかになったのが、主食の米が不足になったという

ことで、米価の値上がりだとか悪循環がね、いろいろ起きてい

ると思うんですよね。多様な機能を持つ都市農地は今や宅地化

すべきものから、残すべき資産と、こうした言い方も、政府の

中でも言われているところだと思います。 

ちょっとそこでお聞きしたいんですけれども、資料３におい

てなんですけれども、指定規模の要件を国に準じて、生産緑地

地区の面積緩和などをされているということなんですけれど

も、これによってね、枚方市の効果についてお聞かせいただけ

たらと思います。 

 

事務局お答えお願いいたします。 
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平成 30年 10月に 500平方メートルから 300平方メートルに

緩和して以降ですね、53 件の相談がございまして、うち 45 箇

所、約 2.98ヘクタールを指定しております。 

 

ありがとうございます。若干やっぱりね、効果が出てるのか

なっていうことは思っておるんですけれども、これは市独自で

ね。都市計画の話になるんですけれども。市全体でっていうと

ころら辺についても、ちょっと気になってるんですけれども。

例えば、少し前になりますが、貸し農園を利用されている、市

民の方から苦情をいただいております。貸し農園への市の関与

がなくなったために、以前よりも、農園としての管理がね、悪

くなったんだっていうような苦情いただいておるんですけれ

ども。改めて今ね、こうした農地がどんどん減少していってる

ような中で、貸し農園への、市の助成制度を復活させる必要が

あるんじゃないかなと思うんですけれども、これについてはい

かがでしょうか。 

 

事務局お願いいたします。 

 

農政部局の方に確認したところですね、貸し農園の市の助成

制度につきましては、今のところ見直しの予定はしていないと

いうところでございます。 

 

そうなんですよね。なかなか本当にどのようにして地域の

ね、農地をどう上手に守っていくことができるのかなっていう

ところが、本当に大変だなと思うんですけれども。今では枚方

市では、先ほど報告がありました、面積緩和の制度以外にどう

いった施策をされているのか、お聞きしたいと思います。 

 

事務局からお願いいたします。 

 

農業振興部局の方での政策といたしましては、農業委員会な

どの関係機関とも連携しながら、例えば、農地の貸し手と借り

手をマッチングさせたりですとか、あと、やはり減っていく理

由といたしましては、高齢化であったり、後継者不足というと

ころですので、新たな担い手の育成であったりですとか、あと

は農地管理の支援などを行っていると聞いているところでご

ざいます。 

また、生産緑地の方の視点でいきますと、平成 30 年に都市
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農地貸借法というのが制定されまして、その中で、例えば、防

災協力農地に指定することで、一定の要件を満たせば、生産緑

地でも貸借できるというふうになっておりますので、そういっ

た関連制度とも連携を図りながら、指定促進に向けて取組を進

めていきたいと考えております。 

 

今、答弁にありました防災農地なんですけれどもね、私も期

待をしておったんですけれども。いまいちその指定が伸びてな

いっていうふうな認識しとるんですけれども、その辺りもし分

かれば理由について、教えていただけたらと思います。 

 

事務局お願いいたします。 

 

防災協力農地につきましては、農政部局の方では、農業委員

会さんとも連携しながら、周知ＰＲを行われておりまして、一

定指定促進に向けて取り組まれているところではございます

が、委員がおっしゃるとおり、なかなか指定が伸びていないと

いう状況でございます。 

その理由といいますのが、防災協力農地自体が何か災害が起

こったときに、そこの農地を田んぼとか畑とかしていたとして

も、一時避難地として誰でも逃げ込んでいいよ。例えば、復旧

資材とかの仮置き場としても使っていいよと。ただ一定の補償

はするよという制度なんですけれども、補償だけで、なかなか

農業従事者の方へのメリットっていうのが見いだせないとい

うところが１つの要因なのかなと推測しております。ですの

で、先ほど申し上げましたように、生産緑地、基本的には貸借

はなかなか難しいところでございますが、防災協力農地に指定

すると、先ほどの都市農地貸借法とかを活用して貸借ができる

ようになるなど、そういった指定メリットを存分に、より一層

周知する必要があると考えております。 

 

ありがとうございます。ちょっと私ももうちょっと勉強しな

がらね、全国の状況なんかも知りながら是非どこかで、農地を

守るために、施策どうすればいいのかっていうところも、考え

ていきたいなと思っておるんですけれどもね。 

枚方市はあれですよね、これまで独自で令和６年度いっぱい

までは、枚方市独自の新規就農者への補助金制度なんかがあっ

たんですけれども、国が類似制度をやってるんだっていうこと

で、市の制度は廃止されてるという実態があるわけなんですよ
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ね。国の制度があるからいいじゃないかっていうことになるか

もしれないんですけれども、実は国の制度は書類作成なんかも

ね、非常に複雑であると聞いておりますし、年齢制限について

も、やっぱり細かな違いが、市独自と違いがありますので、本

来であればやっぱり、２本建てといいますか、市の制度も残し

ながら、国の制度も活用していくっていうふうなことも、考え

ないとだめなんじゃないかなと思っておるんですけれども。 

ちょっと最後の質問にしたいと思うんですが、ではそのまち

づくりを進めておられる、都市計画課としては、今回のこうし

た農地が減少していくっていう状況はどのように感じておら

れるのか、改めてお尋ねしたいと思います。 

 

事務局お願いします。 

 

市街化区域内におけます農地といいますのは、緑地機能等含

めまして、例えば水害時の保水機能等ですね、様々な機能を有

しておりますので、非常に重要であり、必要性が高いものとい

うふうには認識しているところでございます。 

しかしながらですね、やはり農業従事者の高齢化等ですね、

なかなか減少をくいとめる有効な策というのがないところで

ございまして、今後も、都市農地の保全におきましては、引き

続き関係部局との連携を図りながら、あと、今回のように、生

産緑地の面積の緩和であったりですとか、そういった制度を変

えることで、保全に向けて方向性の舵を切れるのであれば、そ

ういった国の動向等も見据えながら、保全に向けて取り組んで

いきたいと考えております。 

 

最後、意見にしておきたいと思うんですけれども、都市計画

の分野でどうやって農地を守れるかっていうことももちろん、

私も今後研究もしていきたいなと思うんですけれども、例え

ば、箕面市を視察させてもらったらね、農業公社を箕面市自身

が立ち上げられて、学校給食の野菜はすべて農業公社で作られ

た野菜で賄いながら、農地守るんだということで、実際に無農

薬の野菜とかっていうことで、住民の皆さんから注目されてい

るっていうことでした。 

そういうことで、やっぱり行政として先ほども関係部局と連

携しながらっていう答弁もありましたのでね、是非、様々な研

究もしていただいて、本当に防災にも役立つ農地ということで

私たちも大事なことだと思ってますので、いろいろ一緒にやっ
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ていけたらなと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

どうもありがとうございました。 

その他、何か御質問、御意見などございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。それでは、御質問、御意見ないようでござ

いますので、審議を終了いたします。 

では、お諮りいたします。議案第６号、東部大阪都市計画生

産緑地地区の変更について、原案のとおり承認することに御異

議はございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ありがとうございます。異議なしと認め、議案第６号は原案

のとおり承認することといたします。ありがとうございまし

た。 

続きまして、議案第７号、特定生産緑地の指定についてでご

ざいます。事務局から説明をお願いいたします。説明が長くな

るようでしたら、着座のままでお願いいたします。 

 

それでは議案第７号、特定生産緑地の指定につきまして、御

説明いたします。皆様タブレットの資料表示は切り替わってお

りますでしょうか。 

初めに、特定生産緑地制度の背景について、御説明いたしま

す。先ほどの議案第６号でも御説明したとおり、都市農地は従

来、宅地化すべきものとされておりましたが、都市にあるべき

ものへと大きく方向転換し、計画的に保全していく方針に変わ

りました。しかしながら、生産緑地は指定から 30 年を経過す

ると、所有者がいつでも買取申出を行うことができるため、都

市農地が大幅に減少することが懸念されておりました。 

そこで、平成 29 年に生産緑地法が改正され、30 年経過後も

引き続き生産緑地として保全できるよう、新たに特定生産緑地

制度が創設されたものでございます。 

次に、指定の流れについてでございますが、今回、特定生産

緑地の指定対象となりますのは、平成８年に生産緑地に指定さ

れた農地でございます。これらの農地は、令和８年の指定日か

ら 30 年を迎える前に、特定生産緑地に指定するかどうか、御

判断いただく必要があります。特定生産緑地に指定された場合

は、買取申出が可能となる時期が 10 年間延長され、従来と同

様の税制優遇を継続して受けることができます。一方、特定生
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産緑地に指定しない場合は、30年経過後はいつでも買取申出が

可能となりますが、税制優遇は受けることができなくなりま

す。また、特定生産緑地に指定した後は、10年ごとに指定を継

続するかどうかを所有者に御判断いただくことになり、指定を

継続することで更に期間を延長することが可能となります。特

定生産緑地に指定できる条件といたしまして、次の３つの要件

を満たす場合に、指定することが可能となります。１つ、生産

緑地の指定から 30 年が近く到来することとなる生産緑地であ

ること。２つ、農地として適正に管理されていること。３つ、

農地等利害関係人全員の同意を得ていること。なお、生産緑地

の指定から 30 年が経過するまでに特定生産緑地に指定しない

場合は、それ以降の指定はできません。 

続きまして、特定生産緑地の指定状況について御説明いたし

ます。これまで指定から 30 年が経過した生産緑地のうち、約

67.26 ヘクタールが特定生産緑地に指定されております。令和

８年 12 月 13 日に指定から 30 年が経過する生産緑地は約 0.25

ヘクタールございまして、今回すべて特定生産緑地への指定を

予定しております。 

こちらは、今回特定生産緑地の指定を予定している位置をお

示ししております。川越Ａ31 及び津田Ｂ42 の２地区でござい

ます。まず、川越Ａ31地区でございます。画面下の凡例のとお

り、赤枠で囲んでいる範囲が生産緑地地区。グレーの着色が既

に特定生産緑地に指定している区域。緑色の着色が今回指定す

る特定生産緑地の区域でございます。本地区につきましては、

農地として適正に管理されており、所有者から指定の御意向が

ございましたので、約 0.19 ヘクタールを新たに指定するもの

でございます。 

次に、津田東町二丁目の津田Ｂ42地区でございます。本地区

につきましても、農地として適正に管理されており、所有者か

ら指定の御意向がございましたので、地区全体の約 0.06 ヘク

タールを指定するものでございます。 

今後の予定についてでございますが、今回の指定案につきま

しては、本日の都市計画審議会で御意見を賜りました後、令和

８年 11 月ごろに指定の告示を行い、農地等利害関係人への指

定通知を予定しております。なお、特定生産緑地の効力につき

ましては、生産緑地地区の指定から 30年となる令和８年 12月

13日以降に有することとなります。 

以上、審議案件特定生産緑地の指定についての御説明とさせ

ていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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どうもありがとうございました。 

ただいまの議案第７号につきまして皆様から御意見、御質問

ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

先ほどのグラフにありましたように、市さんの方でかなり努

力いただいて、多くの生産緑地が特定生産緑地に指定されてい

るというような成果もあるということですね。よろしいでしょ

うか。 

ありがとうございます。では、御意見、御質問ございません

のでこれで審議を終了いたします。 

それでは、改めてお諮りいたします。議案第７号、特定生産

緑地の指定については意見なしということで御異議はござい

ませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ありがとうございます。それではこの議案第７号につきまし

て、意見なしといたします。ありがとうございました。 

では、続きまして議事次第２の報告案件に入っていきたいと

思います。報告案件につきましては類似してございますので一

括で説明を受けたいと考えますが、御異議はございませんでし

ょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ありがとうございます。それでは、事務局より説明をお願い

いたします。長くなるようでしたら着座のままで御説明をお願

いいたします。 

 

それでは、報告案件１、招提東町地区地区計画の都市計画提

案について御説明させていただきます。こちらは市街化調整区

域における地区計画の提案でございます。本件は、都市計画提

案制度を活用したものですので、まずは、都市計画の提案制度

について御説明いたします。 

都市計画提案制度は、住民の皆様などによるまちづくりの意

向を都市計画に反映できるようにするため、平成 15 年に創設

された制度でございます。都市計画法では提案できる主体とい

たしまして、土地所有者の他、過去 10 年間に 0.5 ヘクタール

以上の開発行為を行った実績のある団体などの規定がされて

おります。また、提案要件として、0.5 へクタール以上の一体
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的な区域であることや、土地所有者等の３分の２以上の同意が

あることなどが定められております。今回の提案地区でありま

す招提東町地区は市街化調整区域に位置しております。 

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、開発行

為は原則として認められておりません。しかし、都市計画法第

34 条の立地基準及び同法第 33 条の技術基準を満たす開発行為

は、市街化調整区域内であっても許可を受けることが可能とな

っており、この立地基準の１つとして、地区計画で定められた

内容に適合するもの、ということが示されております。このた

め、市街化調整区域における地区計画について、都市計画提案

がなされた場合には、上位計画や市街化調整区域における地区

計画のガイドライン及び運用基準との適合性を勘案し、市とし

て都市計画を定める必要があるかどうかを判断することとし

ております。 

招提東町地区における上位計画等の位置付けですが、都市計

画マスタープランでは、国道１号沿道地域の産業集積を図る地

区として位置付けております。また、市街化調整区域における

地区計画のガイドラインでは、当該地区は産業集積型の類型に

該当しております。これらのとおり、上位計画等との整合性が

図れていることから、本地区については、都市計画を定める必

要性があるものと判断したところでございます。 

それでは、都市計画の提案内容について御説明いたします。 

位置図及び区域図でお示しのとおり、国道１号沿道に位置す

る、画面中央の赤で囲んだ範囲が提案地区でございます。提案

者は土地所有者である株式会社さくらハウジング。位置は、招

提東町一丁目、二丁目及び招提中町三丁目地内で、面積は約

10.3 ヘクタールとなっております。権利者数は 62 人で、全員

の同意に基づき提案がされております。提案理由といたしまし

て、高齢化や後継者不足により、農地の存続が難しくなってい

ることを踏まえ、国道１号の交通利便性を生かして、地域産業

の活性化を図ることを目的として提案されたものでございま

す。 

土地利用の内容ですが、Ａ地区には大型物流施設、Ｂ地区に

は冷凍冷蔵倉庫の整備が計画されております。また、地区施設

として、Ａ地区とＢ地区の間に、国道１号へアクセスできる歩

行者専用道路を配置し、歩行者の利便性や防災性の向上を図る

計画でございます。加えて、大型物流施設の地下には雨水貯留

施設を整備し、下流域の浸水被害の軽減を図ります。 

緑地につきましては、敷地周辺に緑地を配置し、地区全体で
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は 20パーセント以上の緑化を図る計画でございます。 

今後の予定についてですが、本案件は５月に都市計画提案書

を受け付けた後、都市計画決定の必要性の判断を行い、素案の

作成や、大阪府との協議など、都市計画手続きを進めてきたと

ころでございます。現在、都市計画原案の縦覧を行っており、

令和８年１月ごろに都市計画の案の縦覧、３月ごろに本審議会

へ付議し、御承認いただければ都市計画の決定の告示を行う予

定としております。報告案件１の説明は以上でございます。 

続きまして、報告案件２、高田一丁目地区地区計画の都市計

画提案について御説明させていただきます。こちらは市街化区

域編入を伴う地区計画の提案でございます。 

本件につきましても、提案主体及び区域面積や同意状況な

ど、提案要件を満たしていることから、都市計画提案を受け付

けたものでございます。高田一丁目における上位計画等の位置

付けですが、都市計画マスタープランでは、第二京阪道路沿道

における、沿道型商業や工業及び流通業務の産業集積等を図る

地域として位置付けられております。また、大阪府が定める区

域マスタープランにおいても、第二京阪道路沿道でまちづくり

を進める地区として、保留区域に設定されております。 

保留区域とは、土地区画整理事業や地区計画など、計画的な

事業が概ね５年以内に実施される見込みがある区域で、事業の

実施が確実となった時点で、随時、市街化区域への編入が可能

となる区域でございます。このため、本案件では、提案された

地区計画の都市計画決定と同時に、市街化区域への編入及びそ

れに伴う用途地域等の都市計画の決定及び変更が必要となる

ものでございます。 

続いて、都市計画提案の内容について御説明いたします。位

置図及び区域図でお示しのとおり、第二京阪道路に近接しまし

た画面中央の赤枠の範囲が提案地区で、交野市及び寝屋川市と

の行政界に位置しております。提案者は過去 10 年間に 0.5 ヘ

クタール以上の開発行為を行った実績がある大黒天物産株式

会社及び株式会社三王不動産流通の２社でございます。 

地区計画の面積は約 4.9 ヘクタールで、権利者数 50 人のう

ち 49人の方から同意を得ております。 

提案理由といたしましては、交通利便性の高まりによる無秩

序な開発の懸念等を背景に、第二京阪道路の交通利便性を生か

し、地域産業の活性化を図ることを目的として提案されたもの

でございます。 

土地利用の内容ですが、ピンク色の区域は、既存の沿道商業
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施設。黄色の区域は既存の住宅施設が立地しております。今回、

オレンジ色でお示しする区域において、交通利便性の高い立地

特性を生かした商業活用エリアとして、商業施設等の土地利用

を図る計画となっております。地区計画区域内には雨水貯留施

設を整備し、下流域の浸水被害の軽減を図ります。また、地区

全体で 20 パーセント以上の緑化を図る計画としており、地区

の東側にはまとまった緑地を確保する計画となっております。 

続いて、提案された地区計画の決定に合わせて必要となる都

市計画の内容について御説明いたします。画面右上に必要な都

市計画手続きを示しております。まず、大阪府が定める都市計

画についてですが、図面の赤枠の区域を市街化調整区域から市

街化区域へ編入するため、区域区分の変更が必要となります。 

次に本市が定める都市計画といたしまして、赤枠の区域にお

いて、将来の土地利用や、周辺の用途地域の指定状況等を踏ま

え、用途地域を準工業地域に設定するとともに、準防火地域の

指定及び良好な土地利用を誘導するため、地区計画を定めるこ

とにより、周辺環境に配慮した良好な市街地形成を図ることと

しております。 

今後の予定についてですが、本案件は、10月に都市計画提案

書を受け付けた後、都市計画決定の必要性を判断し、素案の作

成や大阪府との協議など都市計画手続きを進めてきたところ

でございます。令和８年１月ごろに市民説明会を開催した後、

地区計画の都市計画原案の縦覧を行います。２月頃には都市計

画公聴会の開催を予定しており、その後、５月ごろに都市計画

の案の縦覧、７月から８月ごろに本審議会及び大阪府都市計画

審議会に付議し、御承認いただければ、10月ごろには都市計画

の決定及び変更の告示を行う予定としております。報告案件２

の御説明は以上でございます。 

 

どうもありがとうございました。 

ただいま説明いただいた報告案件につきましては、今後、こ

の審議会で審議を予定しているものでございます。 

引き続き、都市計画手続きをされるわけですけども、今の時

点での御質問ということになろうかと思いますが、ございまし

たら、是非皆様からお願いいたします。いかがでしょうか。 

松岡委員お願いします。 

 

そしたら、そもそものところからなんですけれども。市街化

調整区域、本来であれば、開発できなかったものと認識してお
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ったんですけれども。なぜ、開発ができるのか、改めて説明し

ていただければなと思います。 

 

事務局からお願いいたします。 

 

本日の資料、報告３という資料の方を御覧いただけますでし

ょうか。委員おっしゃるとおりですね、市街化調整区域につき

ましては、原則開発はできない区域となっております。また、

開発許可を行う際にはですね、技術基準を満たす必要がござい

ます。それがこちらタブレットの方にお示しの、都市計画法第

33条のところですね、そこに基準の方が示されておりまして、

それをまず満たすというのが大前提でございます。もう１つ市

街化調整区域の場合におきましては、立地基準というのがござ

いまして、都市計画法第 34 条の立地基準を満たしている場合

は、市街化調整区域であっても開発が許可できるというふうに

なっております。34 条の中に第 10 号で、地区計画の内容に適

合するものという立地基準がございまして、今回のようにです

ね、市街化調整区域の中でも地区計画を設定、地区計画内で開

発する場合は、市街化調整区域でも開発が可能となるものでご

ざいます。 

 

つまり政府による、規制緩和策の中でこういうことが可能に

なったということだと思うんですけれども、枚方市基準だとか

いろいろと少し触れられておったんですけれどもね、これちょ

っと中身ね、私も少し調べてみたんですけれども、やっぱり自

治体によってもやっぱり基準だとかが、様々だなっていうのも

ね、感じているんですよね。例えば、枚方市ではたしかどうい

う言い方してたかな、周辺で４分の１以上隣接していることな

どという基準があるんですけれども、確かね、他市ではね、２

辺が４分の１以上でなければならないとかいうようなね、もの

もあるんですよね、ですので基幹道路に面していて、しかも規

模が大きい農地ということで、限定されている自治体もあるん

ですよね。ですから、やっぱりこういう施策の考え方１つであ

っても、なんだろう、規制緩和をできるだけ使ってもらえるよ

うにしたいというのは行政側の思いもあるのかもしれません

けれども。やっぱり両面で農地も守らないといけないっていう

ところの視点もね、大事にして欲しいなあということを思うん

ですけれども、今ちょっと運用基準っていうところで御説明も

あったので、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども。 
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この運用基準の中にですね、道路っていう説明書きがありま

してね、地区内の道路は、有効幅員６メートル以上だとか、幅

員９メートル以上の地区外の道路を２箇所以上を、有効に接続

していることなどの基準が示されているんですけれども。これ

ちょっと今私の知る限りでは、どちらも該当していないんじゃ

ないかなと思うんですけれども、この辺りはどのように今なっ

ているのかお聞かせください。 

 

 事務局からお願いします。 

 

 おっしゃっていただいておりますのは、都市計画法第33条の

技術基準の中に書かれております道路とか公園の公共空地と

か適正な配置に関する基準のことかと思いますが、それでよろ

しいですか。そちらにつきましては、開発をするときに、開発

する計画内容に応じて、必要となる道路の適正な幅員であった

りという基準でございます。今回の計画内容につきましては、

報告６という資料にお示しのとおり、土地利用の提案内容であ

る、国道１号に面した大型物流施設であったりですとか、冷凍

倉庫、冷凍冷蔵倉庫を設置する計画をしているものでして、開

発区域内で道路を築造して、何かしらその道路沿道で土地利用

を図るといった内容ではございません。そのため、お示しいた

だいた基準を満たす必要はないかなというふうに考えており

ます。 

 

すいません、今、枚方市が出されておられる、この運用基準

っていうところを見ておるんですけれども。その運用基準でこ

れ招提東町の方は、産業集積型を対象として、地区計画で定め

る場合っていうふうに記載がされておりましてね、そこの道路

っていう項の説明では、有効幅員６メートル以上、地区内道路

は有効道路６メートル以上、それから地区外の場合は、９メー

トル以上で２箇所以上に有効に接続していることっていうそ

うした記載があるんですよ。招提東町は、このどちらも該当し

ていないんじゃないのかっていう質問だったんですけれども。 

 

事務局お願いします。 

 

すみません。先ほどですね、都市計画法第33条でというふう

に申し上げましたが、私の方で捉え違いをしておりました。お

っしゃっていただいてますのは、地区計画のガイドラインに関
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する運用基準についての記載ということですね、失礼いたしま

した。 

おっしゃるとおり、地区内の道路につきましては、有効幅員

６メートル以上、地区外についても９メートル等ございます

が、こちらにつきましては、道路を築造する場合は、という前

提がございます。今回は、国道１号沿道で開発をしていくもの

ですので、この基準を満たす必要はないというものでございま

す。 

 

ありがとうございます。でも、ちょっと今後ね、また都市計

画審議会として、正式な手続きに入るので、今日はもうあまり

これ以上のことはと思うんですけれども、ちょっとやっぱり、

そもそも制度の市街化調整区域における地区計画ガイドライ

ンっていう枚方市が出していただいている冊子を見るとね、地

区計画の基本的な考え方として、周辺住民の生活利便性の向上

や、地域産業の活性化だけではなくって、地域コミュニティの

維持管理だとかね、その地域にとって良好な居住環境の形成だ

とか、そういうことに値するものっていうようなね、書きぶり

があるんですよね、ちょっと今回はどうなんでしょうかね。地

域の皆さんから、この件についても御相談を、実は私もいただ

いておりましてね。 

例えば、田畑だったところに今、高さ23メートルほどの倉庫

が建つと。しかもその建物は隣接している住民の方のご自宅な

んかと６メートル程度しか空いてないと、更に24時間営業でト

ラック通すなんてね、そんな話なんですよね。もちろん住民の

皆さん大変お怒りなんですけれども、元々どうですかね、国が

ね、こうした規制緩和策を言ってきているわけなんですけれど

もね、少なくとも、私もちょっと、６メートルしか、その23メ

ートルほどの高さの倉庫と自宅が空いていないっていうのは、

どうなのかなと思うんですけれども。 

やっぱり、先ほど４分の１以上隣接している地域だとか、い

ろいろ他市でも工夫をされているように枚方市としてもね、や

っぱりできるだけ居住環境を守るということで、当初から良好

な開発、この趣旨に基づいた、開発となるような規制もかけて

おくことが必要じゃないかと思うんですけれどもいかがでし

ょうか。 

 

事務局お願いいたします。 
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こちらの都市計画提案につきましては、都市計画マスタープ

ランの内容及び本市の市街化調整区域の地区計画のガイドラ

インの要件に合致し、適合しているものでございまして、また

地権者の全員同意をいただいたものであるというところがご

ざいます。 

ただ、その中でですね、委員おっしゃったように周辺の住民

の方から、我々が都市計画提案を受け付けた後に、反対のお声

というのが、市の方にも届いていたことは事実でございます。

そのお声も頻繁にございましたので、市の方でも都市計画手続

きに入ることを一旦止めて、ここはもともと調整区域であると

いうところもありますし、周辺の住民の方の御理解っていうの

は十分に得た上でじゃないと、都市計画手続きが進められない

という指導等を提案者にして参りました。 

現状では、一定提案者の方から、100パーセントの賛同では

ないけれども、概ね御理解はいただけたと。６メートルほどし

か空いてない近隣の住民の方からも、地区計画には反対しませ

んというお声も市の方にいただいておりますので、一定、都市

計画の手続きを進めさせていただこうとしているものでござ

います。ですので、要件を満たしているからと言いましても、

強引に手続きを進めるものではなく、そういった周辺の方への

影響等は十分勘案して手続きの方は行って参りたいと考えて

おります。 

 

ちょっと、安心もしたんですけれども、今回は、原案に意見

を出せるのは、地権者のみだということなんですけれども。隣

接などの地域の方はどの段階で意見を出すことができるのか、

ちょっと確認をしておきたいと思います。お願いいたします。 

 

事務局からお願いします。 

 

今タブレットにお示しさせていただいている、報告７という

資料の今後の予定のところでですね、令和８年１月ごろに都市

計画の案の縦覧というのをさせていただく予定でございます。

その段階で、市民の方等から御意見をいただくことが可能とな

りますので、その手続きのときにお願いしたいと考えておりま

す。 

 

わかりました。ありがとうございます。 

次に、高田の地域の質問をしていきたいと思うんですけれど
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も。この件、私、建設環境常任委員でありまして、先日の委員

協議会の中で、報告を受けたばかりなんですけれども。報告11

のこの提案者なんですけれども、これ大黒天物産というところ

は、岡山からもともと来られたっていうラムーというね、24時

間スーパーだと思うんですよね。この案件でちょっと理解しに

くいところが、土地利用が、商業活用はあるんですけれども、

ただ、用途地域はこれ準工業地域に変更すると考えられている

ということなんですよね。委員協議会では、近隣商業地域は、

枚方では駅前であることや利用人口などの基準のようなもの

があるため、この地域に近隣商業地域への用途変更はできな

い、ふさわしくないんだといった答弁がされておるんですけれ

ども、駅前であることなどは、一体どこで定められているのか

っていうことを、教えていただけたらなと思います。 

また、北山地域や香里地域は、駅前ではないんですけれども、

近隣商業地域となっております。しかもその隣地のところで

は、第二種住居地域でね、電気屋さんジョーシン電機なんかが

作られているわけなんですよね。どうして、準工業地域に変更

しなければならないのかというのが、どうもしっくりこないん

ですけれども、高田地域も近隣商業地域に指定をしようと思え

ば、可能なんじゃないのかなと思うんですけれどもいかがでし

ょうか。 

 

事務局からお答えお願いします。 

 

近隣商業地域に指定はできませんというふうなお答えはし

ておらず、近隣商業地域の指定は可能ではありますが、総合的

に勘案して準工業地域の方がふさわしいというふうにお答え

をさせていただいたものでございます。 

その理由といたしましては、まずは大阪府の用途地域のガイ

ドラインの考え方も参考にさせていただいているところでご

ざいます。また、本市の近隣商業地域の指定状況として、駅前

であるところとか利用人口が多いところとかにしか指定しな

いという基準をどこに定めているのかという御質問だと思う

んですが、そのような枚方市の定めというのは、特にはござい

ません。現状といたしまして、枚方市全域で近隣商業地域に指

定しておりますのは、基本的には駅周辺の商業地域の周りであ

ったりとか先ほどお話に出ました、北山地区、香里地区になっ

てございます。北山地区、香里地区については、鉄道駅ではな

いものの、現在の都市計画マスタープランにおいて、都市機能
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集積ゾーンとして位置付けている地区でございまして、鉄道駅

以外で位置付けているのがこの２地区になってございます。そ

ういった人が集まるところを基本的に近隣商業地域に指定し

ているという枚方市の状況があるところでございます。 

また、ここは交野市との行政界に位置しているところでござ

いまして、交野市との用途地域の兼ね合いも含めて、準工業地

域に指定させていただくことを考えているものでございます。 

あと１点ですね、この隣の地区計画のところで、ジョーシン

がありまして、第二種住居地域になっているというお話があっ

たかと思いますが、その指定のときの経過をみますと、そのジ

ョーシンと隣接した区域で、先に地区計画が指定されていて、

用途地域も第二種住居地域になっていたところでございます。

その横で、市街化調整区域であったところにジョーシンが建て

られることになり、市街化区域内にあった地区計画を拡大した

という流れになっておりますので、その一体性を考えて、第二

種住居地域の用途地域を検討されたというふうに過去の経過

では聞いております。 

 

いろいろ経過もありますよ、そして交野の方でも同様に準工

業地域に指定されているんですよっていうような説明があっ

たんですけれども、ただやっぱり、今回の準工業地域に指定し

ようとしている寝屋川の方を向けば、これ市街化調整区域なん

ですよね。ですので、必ずしもその交野の方を向いて、準工業

地域に同様にしていかなければならないということもないで

すし、今も説明ありましたけれども、商業系であるのは、今回

住民さんが希望されているのは、商業系ということで希望され

ているので、何だろう、素直に考えたら、やっぱり近隣商業地

域の指定で事を書くんじゃないかなと思っているところなん

です。もう少し確認をさせていただきたいなと思ったんだけ

ど、もうやめときますわ。失礼しました。 

 

また年明けに審議ございますので、そのときにいろいろ教え

ていただきたいと思いますけれども、ちょっとすいません。こ

れ私も勉強したいので、岡井委員か阿部委員にちょっとアドバ

イスいただきたいんですけど、まず市街化調整区域内で地区計

画が打てるようになりましたっていう、多分歴史的な経緯って

いうかなんかありましたね。功罪あると思うんですけど一般的

なお話でちょっとお聞かせいただいてもいいですか。 
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以前は、市街化調整区域で大規模開発の場合はできるってい

う、市街化区域の中が本当は開発するべきところだけど、市街

化区域で、既に市街化されていて面積がないので、大規模な場

合は、市街化調整区域じゃないとできないよねっていう理由

で、市街化調整区域で大規模な開発が認められていたんですけ

れども。それやっぱり、そもそも市街化調整区域は開発しちゃ

いけないところなのに大規模なら市街化調整区域でしてもい

いって、それはかなり矛盾じゃないかということで、大規模開

発の規定がなくなったんだけれども。一方で、市街化調整区域

内で地区計画を打つんであれば、開発をしてもいいんじゃない

かっていう形でそれが条項としては残ったていう経緯があり

ます。それが 34条の 10号ですね、今回の地区計画の規定にな

ります。ですので、地区計画を打てば、市街化できるっていう

考え方よりは、これの根底としては、地区計画っていうのは、

通常の規制にプラスアルファで、更にその地区に合った細かい

ルールを作っていく。そうすることでより良いものができるん

であれば、他にも市街化調整区域内で 34条の 11号、12号で、

家を建てたりっていうようなことはちょこちょこできるんで

すけれども、そういうものを個別に認めていくと、どうしても

全体としての、都市計画にはならないので、それだったら地区

計画っていうもので、がっちりとルールを決めてやるんであれ

ば、こういった都市環境だったら、市街化調整区域の中でも許

されるんじゃないかっていうようなことで、34 条の 10 号って

のができたというふうに私は認識していますので、しっかりと

ルールを作るっていうところが大事ですね。 

すいません、ちょっと私も質問させていただこうと思ってた

んですけれども、今回 34条の 10号を使う場合と、用途地域の

変更ってどちらもありますけれども、地区計画を設定するって

いうことがまず大前提にあると思うんですが。この地区計画の

中で、地区整備計画で何を決めるのかっていう、そこが一番大

事だと思うんですね。その地区整備計画の中身がわからないの

に、この状態で、はいどうぞ進めてくださいとか駄目ですよっ

ていうことが、すごく言いにくいなというふうに思っていまし

て。事前説明の際にも、地区整備計画の中身をいきなり次の審

議会で１発で決めるというのはかなりこう、無理があるってい

うか難しいんじゃないかなっていうのはちょっと、個人的には

考えております。ですので、現在の状況でいいんですけれども、

地区整備計画でどんなことを決めようとしているのかってい

う点を、２地区について教えていただければと思っています。 
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特に最初の１地区目の方は、隣接に小学校、中学校がありま

すし、一部だけ農地が少しいびつな形で残ったりしていると農

地の活用も今後どうなっていくのだろうかということも若干

気になるので、そうすると、おそらくですけれども、高さの制

限とか壁面の位置の制限、緑地の面積、そういったものが地区

整備計画で決まっていくのかなあとは推測はできるんですけ

れども、その辺りの内容次第でそれが本当にいいルールが決ま

るんであれば、ここを開発していくっていうのは私は賛成です

けれども、地区のルールがいい加減というか、えっていうよう

な状況であれば、ここをやはり、開発するっていうのには、も

う少し慎重になった方がいいんじゃないかっていうふうにも

考えております。 

２地区目の方は、商業施設の規模によりますけれども、交通

渋滞っていうようなことも、かなりちょっと懸念されるのでは

ないかなっていうことを考えると、道路のアクセスをどうする

のか、駐車場の誘導とかそういったことも含めて、地区施設と

しての位置付けというようなことも気になりますし。ここで

も、一体どういう地区整備計画が決められるのだろうかってい

う、細かい内容はまだだとはもちろん思うんですけれども、項

目だけでも出していただければと思っています。 

すいません多分、阿部先生もまた違う考えかと思います。 

 

阿部先生の違う考えがあれば聞いてもいいですか。 

先ほど、私も授業でよく、説明に困るんですけど、準工業地

域を新たに打つっていう考え方ですよね、これある意味何でも

できる用途地域ではありますよね。 

 

ちょっと私もそこは気になったので。事前説明のときは伺わ

なかったんですけども、普通はこれ変えるときってもう少し段

階的に隣接した用途地域に変えるのが一般的かなと思うんで

すけど。これ、大きく性質が変わるのと、一般論でいくと、準

工業地域って、なかなか住環境を守ったりする上では好ましく

ない用途地域ですし、もともと町中で敷かれてるところは古く

から町工場とかがあるところで、既存不適格にならないように

準工業地域が打たれてるってことが一般的だと思うので、広い

開発をするときに準工業を打つということの理由がですね、根

拠が連続性っていうのは、準工業地域は連続性をそんなに保た

なくてもいいような用途地域かなと私は思うので、なんかもう

少し合理的な根拠があるといいのかなと思いながら、聞いてま
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した。 

今の岡井先生の話に少し乗っかると、都市計画提案制度自体

は、これはやっぱり市民主導で、都市計画を実際に提案できる

という意味では、すごく良い制度だと思うんですけれども。こ

れもともとの地区計画がそうであったように、開発のエクスキ

ューズに使われつつあるというようなところは、これに関して

そこまでまだわからないですけれども、一般論としてあると思

うので、地区計画も本来は、今でいう用途地域だけではできな

いことを、具体的にもうちょっと定めると、１階部分にお店入

れましょうみたいな話をやるときに地区計画を立ててってい

うのがもともとのねらいであるにもかかわらず、今、再開発型

にどうしてもなっていくっていうのが、これも教科書的にはあ

ると思うんですけど、その地区計画を作るということ自体が、

何かエクスキューズにならないような詰め方を是非してもら

いたいなと。地区計画は、本来こういう使い方じゃないという

ふうに思うので、地区計画をつくれば、都市計画提案制度を使

って、市街化調整区域でできますよというふうに理解されない

整理が必要だろうと。結構何かおかしなことやっているように

パッと聞くと思ってしまうと、これちょっと事前説明のときに

申し上げればよかったかもしれないんですけれども。ちょっと

その辺りの整理は必要かなというふうに思います。 

 

ありがとうございます。岡井先生から地区整備計画の話をま

ず決まっているところまで、どういう対応をするかですね。具

体的にその話を、もしお分かりでしたら、事務局からお聞かせ

いただけますでしょうか。 

 

今ある資料の図面で御説明させていただくので、ちょっと分

かりにくいところがあるかもしれませんが、まず、招提の方で

すね、報告６の図面の方で御説明させていただきます。 

こちらの方で、まず地区施設につきましては、Ａ地区とＢ地

区の間に、ピンク色で塗っている道路がございまして、これ歩

行者専用道路でございます。これ、現状が行き止まりの道路に

なっておりまして、それを国道１号までアクセスできるよう

に、かつ歩行者しか通れないようにっていうことで、道路を防

災の観点からですね、災害が起こったときにも国道１号にもす

ぐ行けるようにということで、地区施設として位置付けさせて

いただくものでございます。 

また、雨水貯留施設なんですけれども、これは、Ａ地区の建
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物の下、今ちょっと赤で線を引かせていただいておりますが、

地下のところに貯留施設を設置する予定でございます。また、

地区施設の緑地につきましては、この図面で緑色に塗っている

部分ですね、こちらの方が地区施設の緑地として位置付けをさ

せていただくものでございます。また、壁面後退につきまして

は、Ａ地区については、４メートルの壁面後退を考えていると

ころでございます。また緑化率の最低限度といたしましてもＡ

地区については 22 パーセントを検討しているところでござい

ます。招提東町の方につきましては、以上でございます。 

続きまして、高田ですね、報告 12 の資料の方で説明させて

いただきます。 

地区施設につきましては、こちら雨水貯留施設がございまし

て、こちらも今、赤で囲っているこの辺りに雨水貯留施設を設

置する予定でございます。また、東側で緑色に塗っているこの

部分ですね。ここが地区施設の緑地として位置付けを検討して

いるものでございます。また、壁面後退につきましては、ちょ

っとわかりにくいかもしれないですが、今、赤でお示しの部分

ですね、あとピンクと既存住宅との境目のところに、壁面後退

２メートルを設けていくものでございます。また、この地区の

東側のところの道路につきまして、一定ちょっと歩道、歩行空

間というのを拡幅したいというふうには考えているところで

ございますが、既存の住宅がそのまま残っておりますので、今

お示しの赤色の部分で壁面後退をして、歩行空間を一定確保し

ていこうというふうに考えているところでございます。あと、

交通の出入りとアクセスにつきましては、西側に都市計画道路

星田駅前線がございますが、商業活用エリアにつきましては、

基本的にこちらの方から出入りを行っていくというふうな計

画で、今聞いているところでございます。渋滞とかですね、そ

ういった状況につきましては、今、伺っておりますのが、この

商業活用エリアは日常的なスーパーであったりとかですね、そ

ういったものを考えておられまして、実際に利用される時間帯

を考えると、日常的に渋滞する時間に影響するものではないと

いうふうには伺っているところでございます。すみません、ち

ょっと今お示しできる情報等は、以上でございます。 

 

どうもありがとうございました。 

 

すみません、高田地区のですね、土地利用についてちょっと

雨水貯留施設、緑地のとこ、この緑地は何平方メートルになっ
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てるんでしょうか。 

 

1,200平方メートルで、検討しております。 

 

何立方メートルぐらい溜まるようになるのか。 

 

雨水貯留施設につきましては、1,050 立方メートル溜まるよ

うになっております。 

 

分かりました。あのね、大阪府の基準からいうとヘクタール

当たり 600トンという基準があると思うんですが、これに合わ

せたら全然足りない。今、おっしゃってる量が足りないと思う

んですがどうです。 

 

すみません、今ちょっと細かな数字について手元になく正確

にお答えができないんですが、必要な貯留施設につきまして

は、大阪府の基準に基づき、市の管理部局と協議をして、必要

な容量を保てるような施設設計をしているものでございます。

今お示しいただいた数値等につきましては、確認をさせていた

だきたいと考えます。 

 

 私の認識ではね、大阪府は市街化調整区域では 600トン。そ

れで市街化区域では 430トンじゃないかなと、こういう認識あ

るんですが。また１回調べてみてください。 

 

御指摘ありがとうございました。 

よろしいでしょうか。お願いします。 

 

今回の、これは審議に入る前に御提案をいただいているって

いうところなんで、もうすごくいいタイミングだったなと思う

んですけど、これ、こういう動きがあるっていうことは、枚方

市全体としても、いろんな課の方々が理解しておられるんです

か。市長も御存知の案件なんですよね。 

 

事務局お答えお願いします。 

 

こちらの方ですね、都市計画提案を受ける前及び都市計画提

案を受理して以降ですね、枚方市として都市計画手続きを進め

るべきか否かというのを、庁内関係部署で検討を行いまして、
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合意形成を図っているものでございますので、関係部署の方は

十分認識しているものでございます。また、市の方針として市

長まで確認ができているものでございます。 

 

ありがとうございます。そうですね、勝手に進めているとは

さすがに思わないんですけど。でもね、僕が思うのは、これ招

提東町も高田一丁目も両方に共通して思うんですけども、こう

いう提案が挙がってきているところに対して、枚方市としてそ

れを本気で提案するために、どれぐらい事前の練りをしている

のかなってのはちょっと気になりまして。これをね、都市整備

部さんに申し上げるのは酷だと思うんです。都市整備部さんは

すごく、御所管の業務の中で、僕はやってくださっていると思

っているんですけれども、他の部とかもどれぐらいこれについ

て真剣に考えてくれているんだろうっていうのが気になって

いまして。どういうことかといいますと、例えばね、これ両方

とも準工ですと、いろいろ御意見ございました。確かに、都市

マスとかを見ると、沿道産業集積ゾーンでしたっけ。なので、

都市整備部さんの御所管の範囲の中では、準工にするっていう

理屈になるんだろうと思うんですね。で、それはそれでいいん

ですけれども、でも一方でね、市長が普段からよく言っておら

れる、交流人口を増やす、関係人口を増やすとかいう話がある

じゃないですか。交流人口、関係人口って何ですかってお聞き

すると、枚方市民だけじゃなくても、市外の人たちが枚方に来

てくれる。でも来てくれさえすれば、もうそれはもう交流人口、

関係人口だとおっしゃるわけですよね。それって外から来てく

れる人が増えるっていうのはそれでいいんですけども、それだ

けじゃだめで、第一歩はそこかもしれないですけども、でも次

はお金を落とすっていうとこまでいかないといけないじゃな

いですか。 

枚方市の中で、関係人口や交流人口を増やせるところはどこ

なんだろうって考えていくと、枚方市駅だっていう人もいるん

ですけども、じゃあ今、枚方市駅の現状を、他市の人が入って

くる駅かっていうとそうじゃなくて、枚方に住んでいる人たち

がバスに乗って、枚方市駅まで行って、そこからよそに出てい

く、大阪市内まで行って、働きに行くとか、ベッドタウンとし

ての集積している枚方市内の人が、行くところですよね。で、

月火水木金、ほぼ同じ人が行く。でも、ちょっと目を変えて他

市の人がどんどん入ってきて、お金を落とす可能性のある人が

入ってくるところってどこだって考えると、この国道１号とか
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第二京阪とかって、十分枚方市駅よりもポテンシャルがあると

いうふうな発想も僕はあると思うんですよね。そう考えたとき

に、今回のこの、国道１号沿いの招提東町の立地とかって、も

のすごく関係人口、交流人口という観点では、僕は一等地だと

思うんですよ。それをみすみすこういうふうな使い方をしてい

いのかというのが、枚方市の中で、こういう提案を受けたとき

に、この発想が出てこないっていうのは、僕は不思議ですし、

これを考えるのは、都市整備部さんだけじゃないと僕は思うん

でね。 

そこはすごく不思議で、第二京阪のところの高田一丁目につ

いても、これ茄子作五丁目のときにも言いましたけれども、確

かにね、ここも沿道集積ゾーンで、都市計画マスタープランで

は青い点々になっていますし、大阪府の区域マスタープランで

も、第二京阪道路沿道まちづくりで、産業っていうふうになっ

ていますけど。確かに大枠で、これから何ができていくかわか

らない中で、一般論的な形でやるんであれば、産業集積ってい

うんだろうと思うんですけれども、そっからさらに具体化して

考えていくってなると、僕たちこの枚方市は、第二京阪の道路

沿道まちづくりの中でも、この高田とか茄子作って住居とすご

く近いところですよね。で、これもまた市長がよく言ってる方

針、子育て世代に選ばれるまちづくりを目指すって言ってるん

でしょ。であれば、他の都市間競争の話を持ち出したくはない

ですけれども、事実そうなんだろうと思うので、そう考えたと

きに、この良好な住環境っていうのをやっぱりうっていくと思

うんですよ。で、良好な住環境を維持できるかどうかっていう

のって、特にこの大阪府においては、住工分離っていうのって

結構大きなことだと思っていて、そんな中でなぜここが準工に

なるのかとかね。確かにこの高田一丁目にでき上がるのが、今

時点では、ラムーさんとか、商業施設ではあるんですけれども、

本当に準工でいいのかとかね。 

さっき交野市との隣接、連続性っておっしゃいましたけど

も、僕ら、交野市役所じゃないので、枚方市民のことをやっぱ

考えていただきたいですし、そもそも交野市のあそこが本当に

準工で合っているのかどうか、っていうのを隣の市なので僕が

言うことではないんですけれども、あそこって、でも本来は、

星田でものすごく再開発が進んでいて、人が増えているところ

ですよね。そこって本当に準工でよかったのかなと僕は思いま

すし、本当にこういう提案が挙がってきたことに対して、ちゃ

んと、枚方市役所全体で意見を練って、検討することができて
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いる体制に今までなっていたのかって考えると、僕は多分なっ

てないと思っていて。都市整備部さんは、こういう提案が挙が

ってきたから一生懸命、検討しようとしてくださって、きっと

他の部にも聞いておられるはずだと思うんですよ。そういうの

をしっかりやってくださってると僕は分かっているつもりな

ので。でもやったとしても、多分他の部があんまり検討してな

いから、あんまり意見も出なくて、それでいいですってなって、

提案がそのままもうどうしようもなくて、そのまま挙がってき

てこういう形になってるんじゃないかなと思います。ので、こ

れは、要望ですけれども、次の審議会までにもう一度、本当に

これでいいんですかっていうのを、やっぱり意見を庁内でも練

っていただきたい。次までに、練った結果が変わるかどうかっ

て思わないですけれども。でも、こういうのを何回も繰り返し

ていくことによって、庁内の検討体制も強くなっていくと思う

ので、是非それをお願いします。以上です。長くなってすいま

せん。 

 

どうもありがとうございました。ではこれを持ちまして本件

は終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

では、続きまして議事次第３のその他でございます。事務局

から説明をお願いいたします。 

 

その他の事項につきましては２点ございます。 

１つ目は、前回の審議会におきまして御意見いただきました

審議会運営について、２つ目は今年度の予定案件についてでご

ざいます。 

まず、本審議会の運営について御説明させていただき、皆様

の御意見を伺いたいと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。タブレットの表示の方よろしいでしょうか。 

前回の審議会で御報告した際は、枚方市都市計画審議会条例

施行規則を見直すことで検討しておりましたが、委員の皆様か

らいただいた御意見や、本市の法務担当との協議を踏まえ、条

例施行規則ではなく、審議会の運営要領として策定する方向

で、現在検討しております。 

それでは、運営要領の内容について御説明いたします。事前

に御説明した内容のうち、第１条の趣旨につきましては、変更

しておりません。第２条の会長及び委員が利害関係を有する事

項について、議事に加わることができないとする規定につきま

しては、第１項の下線部の内容を変更するとともに、第２項の
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申出方法に関する規定は削除いたしました。具体的な変更点で

ございますが、第２条変更前は、利害関係人の範囲を個別に列

挙しておりましたが、地方自治法に準拠する形に改め、具体的

な列挙は削除しております。また、他市の取り扱いを参考にし

て、審議から議事に表現を変更しております。なお、直接利害

関係のある議事についてでございますが、四角囲みの（１）に

記載のとおり、土地の権利等を有する場合や、都市計画案に対

し、住民及び利害関係人として意見書を提出した場合などが該

当するものと考えております。また、地方自治法第 117条に準

ずる利害関係人の範囲につきましては、本人、父母、祖父母、

配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹等が利害関係を有する場合、

また、それらの関係者が業務上関わっている場合を想定してお

ります。これらに該当する場合は審議会開催前に事務局まで御

報告をお願いするものでございますが、申し出の方法を細かく

定める必要はないと考え、第２項は削除したものでございま

す。 

次に、関係者の出席等に関する規定について御説明いたしま

す。事前にお示しした内容から、青字の下線部を変更しており

ます。第３条及び第４条第１項につきましては、表現を修正、

第４条第２項につきましては内容を変更しております。まず、

第３条の表現の修正につきましては、下線部を追記し、専門的

な知見に基づく説明が必要不可欠な場合など、審議会の議事に

関係のあるものに対し、出席や説明、資料の提出を求めること

ができるという規定として整理をしております。続いて第４条

につきましては、委員が議事に対する意見を述べる際に必要な

資料提出を希望された場合に、提出の対象外となる資料の範囲

を規定しております。提出できない資料といたしまして、（１）

審議会は原則公開としておりますので非公開情報が含まれる

もの。（２）審議において公正性が損なわれるもの。（３）議

事に関係のない情報が含まれているもの。（４）信頼性を欠く

情報が含まれるもの。（５）調査審議を進める上で、支障があ

ると会長が判断するもの、としております。これらに該当し、

資料の提出が認められない場合は、第２項により会長が理由を

付して、委員に通知することといたします。また、一番下の四

角囲みに記載の通り、第４条に基づき提出される資料につきま

しては、口頭説明の補足を目的とするものとし、審議会資料と

して正式に取り扱うものではございません。 

最後に、第５条ですが、審議会の運営に関し、必要な事項に

つきましては、会長が審議会に諮って定めることとしておりま
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す。運営要領の案についての御説明は以上でございます。 

本日の、委員の皆様からの御意見を踏まえまして、修正の必

要がない場合は、要領の策定に向けて手続きを進めていく予定

でございます。その際、審議会会長及び法務担当との調整によ

り、文言を微修正させていただく可能性がございますので御了

承いただければと存じます。一方御意見を踏まえ修正を行う必

要がある場合は、事務局にて改めて検討し、次回の第３回都市

計画審議会において御報告させていただきたいと考えており

ます。以上その他の報告のうち審議会の運営についての御説明

でございます。 

 

まず、ここまでいったんってことですね、ありがとうござい

ました。 

審議会要領について御意見、御質問などございましたらお願

いいたします。松岡委員お願いいたします。 

 

ちょっと、まず先ほど触れられた、条例改正はしないよとい

う話について、お尋ねしたいんですけれども、概ね、都市計画

審議会の運営の仕方っていうのはね、これ都市計画法に基づい

て、条例で定めなさいよということでなっております。で、も

う少し細かく、今回運営要領を定めるということになると思う

んですけれども、ちょっと、その、大抵の条例という言い方を

させてもらいたいんですけれども。大抵の条例には規則という

のが設けられておりましてね、その規則がある場合は、条例に

どう記載されているかというと、その他の詳細については、規

則で定めるだとかね。こういう条文がくっついておるんです

よ。条文文句がね。ですので、やっぱり最低限その程度の部分

の条例改正は必要じゃないかと思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

 

 事務局からお願いします。 

 

法務担当部局ともこれまで協議をしていたところなんです

が、まず本市の条例につきましては、原則、法に基づく範囲を

定めているものでございます。今回の内容についてでございま

すが、まず都市計画法におきましては、都市計画審議会の組織

及び運営に関し必要な事項は政令で定める基準に従い市町村

の条例で定めるというふうに規定されております。この政令で

定める基準といいますのが、例えば会長の決め方であったりと
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か議事の運営の仕方であったりとか委員の数というふうに決

められておりまして、その内容については、枚方市の都市計画

審議会条例で定めさせていただいているものでございます。 

今回の都市計画審議会運営するにあたって、この内容につき

ましては、法に基づくもの以外のものになりますので、条例で

定めるものではないという判断をさせていただいたものでご

ざいます。 

 

すいません、そこを聞いてるんじゃなくって、細かなね、そ

の運営の中身を決めるっていうのは、否定するものではないん

ですけれども、決めるにあたって、こうした要領を作るんであ

れば、まず本体の条例部分のところに、細かなところは、要領

で定めますよっていう一文がなかったら、これがあるかどうか

っていうのが、なかなか分かんないと思うんです。大概が、そ

の条例で決めていないものが決まっているのは規則が置かれ

たりしておりましてね。その時には条例の部分に、この他は規

則で定めるだとかそういう一文が条例に定められているんで

す。ですので、今回、条例改正全くしないとおっしゃったので、

聞いておるんですけれども、せめて運営要領を作るんであれ

ば、その１文程度の条例改正は必要じゃないのかっていうこと

を聞いておるんですが、いかがでしょうか。 

 

事務局からお願いいたします。 

 

そもそもの条例で定める内容というのが都市計画法及び政

令で定められているものというところで、その内容に合致しな

いというのが前提であるんですが、今おっしゃっていただいて

いる御意見につきましては、例えば、今の枚方市都市計画審議

会条例で、この条例に定めるものの他、審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は規則で定めるという記載は入っておりま

す。 

 

入ってる。 

 

入っております。ただ、現状は、規則の中で、必要な事項に

ついては市長が別に定めるとあるんですが、法務部局と調整を

した中で、第三者組織である審議会の内容を、市長がここまで

細かく定めるのはちょっとおかしいのではないかという判断

もございまして、要領の方で定めるべきではないかといった経
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緯がございました。 

 

それはそれとして、ただやっぱりその要領作るんであれば、

これが大概がやっぱり要領があるということは分からないん

でね、市民の方も含め、見たときにまずは多分条例から入って

くると思います。条例から見て規則があるぞと、規則を見ると

思います。これで終わりなのかっていうことになりますので、

要領だからっていうことでほったらかしするんじゃなくて、私

はどこかでしっかりとたどれるようなものが必要じゃないの

かなと思いますので、ここについては、すいません意見を述べ

ておきたいなと思うんですけれども。あともう１つ、今回のこ

の要領で、ちょっと気になるのが、文言修正で、前回よりも少

しこう、タッチがやわらかくなったかなと思うんですけれど

も。大概ね、条例文なんかはできる規定なんですよね。できる

ことを書いていて、ここに書いてないものはできないという、

こういう理解をしていくものだっていうことで、私理解してお

るんですけれども。これはね、できない規定が多いんですよね。

ですので、これまでの条例なんかの作り方に合わすんであれ

ば、やっぱりそのできない規定じゃなくって、できる規定とい

うことで表現直していく必要があるんじゃないかなあと思う

んですけれども、これについてはいかがでしょうか。 

 

事務局からお答えお願いします。 

 

一定ですね、できない基準の方を明確にさせていただいた方

が運用がしやすいということで、事務局案として出させていた

だいているものでございます。これにつきましては、審議会の

場で、委員の皆様方の御意見も伺いながら、検討して参りたい

と考えておりますので、その他にも御意見いただければと  

事務局の方からお願いしたいと思います。 

 

ありがとうございます。まず、意見をいただいているってこ

とですね。 

 

ちょっと次に、具体的なところで、お聞きをしていきたいな

と思うんですけれども、ちょっと、この要領の作り方というか、

これだけ見てればですね、今出していただいている都市計画審

議会の資料すべては市が作成したものであり、それに沿って審

議しているわけなんですけれども。すいません、私だけかな。
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これを見てると、審議会に示されているね、資料これすべてに

おいて、これ会長の管理下に置かれることになるんじゃないか

なという印象を受けておるんですけれども。これ市長の諮問で

実施されていく審議会なんですけれども、この辺りについては

いかがなんでしょうか。 

 

事務局からお願いします。 

 

委員おっしゃるとおり、審議会におきましては、市の諮問に

より審議をいただくものですので、説明資料の方は市が準備を

していくものでございます。都市計画審議会の会長におかれま

しては、審議を司っていただくお立場であると認識しておりま

して、資料を管理されるお立場ではないと思っております。そ

の上で、公正かつ適正に審議を進めるために、各委員の皆様が

希望される資料について、支障がないか、そういった御判断を

会長に仰いでいくものかと、いうふうに事務局では考えており

ます。 

 

 ありがとうございます。あとね、この、４条の１項のところ

に非公開情報が含まれるものっていう表現があるんですけれ

ども、先ほど始まるときに、会長もおっしゃいましたが、本審

議会は非公開情報が含まれていないので公開としますという

話だったんですよね。これ、そもそも個人への非公開情報が含

まれない、含まれるものというこの文言自体が、いかがなもの

かと思うんですけれども。非公開情報が含まれる場合において

は、資料であっても、一部非公開の審議会にすればいいだけじ

ゃないのかなと思うんですけれども、この辺りいかがですか。 

 

事務局からお願いします。 

 

まず第４条につきましては１行目に書かせていただいてお

りますとおり、議事に対して委員の皆様が御自身の御意見を述

べるにあたって必要な資料として、補足資料としての扱いで考

えているところでございます。枚方市におきましては、審議会

の公平性、公正性等を踏まえ、公正な行政運営を目的といたし

まして、重要な審議につきましては、原則ですね、審議会の審

議過程、審議内容につきましては、原則公開とさせていただい

ているところでございます。ですので、傍聴不可とするのは例

外的な措置と考えておりまして、冒頭も先ほど申し上げたみた
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いに、特定の委員の方からの資料提出を根拠にですね、原則公

開であるものを非公開にして、審議を行うというのは透明性を

著しく損なうことになるのではないかと考えているものです。

ですので、ここでは非公開情報が含まれているものというふう

に記載させていただいておりますが、そういったものの御提出

を希望された場合は、委員の皆さんと調整をさせていただい

て、できる限り公開できる内容で代替できないかとか、そうい

った調整はさせていただきたいと考えております。 

 

 ちょっと、次にですね、これ利害関係者のところは修正入っ

たんですかね。要は、聞きたかったのは、もともと利害関係者

のところが触れられておりましたので、そうですね、生産緑地

のこの変更についてはね、やっぱり多くの市民の方が関係され

ておりまして、利害関係者になる場合もね、あると思うんです

けれども。この場合は、どうなるのか教えてください。 

 

 事務局からお願いします。 

 

直接の利害関係といたしまして、土地所有者と土地の所有権

等を有する場合とか、また意見書を提出された場合を想定して

いるところでございまして、生産緑地の変更につきましても、

例えば委員の方やその親族の方が所有される農地等に関する

議事については、基本的には除斥の対象にはなるものではござ

いますが、こちらタブレットで示した資料で記載させていただ

いております変更後の第２条の２行目のところですね、審議会

の同意があったときは議事に加わることが可能というふうに

させていただいておりますので、その案件、その状況に応じて、

御審議いただければと思って考えております。 

 

 では、次なんですけれども、これ資料のね、そもそもの提出

のところについて、お聞きしたいんですけれども、私前回です

ね、楠葉花園町の用途地域の変更について、枚方市が住民に用

途地域の変更の必要性を説明するための資料をですね、是非皆

さんに見ていただきたいなあと思って、資料配付を求めたんで

すけれども、これは認めていただくことができませんでした。

１から５っていうところでいうと私にしてみたら市がもとも

とは作成した資料でありますしね、この１から５には該当しな

いと思って求めたわけなんですけれども、この資料が認めなか

った理由について、これ、参考のために、お聞かせいただけた
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らと思います。 

 

事務局からお願いいたします。 

 

委員の方で配布を御希望された資料につきましては、都市計

画手続きに着手する前の検討過程におきまして、個別に地域住

民の方に、お配りさせていただいたものでございました。 

審議会におきましては、都市計画手続きを通じて作成した都

市計画案に対して、いただいた住民の御意見等を踏まえて御審

議いただくものでございます。ですので、都市計画手続きの着

手前の段階における検討過程の資料につきましては、調査審議

に適さないものとして、判断されたもので考えておりまして、

（５）のところに該当するかと考えております。 

 

で、あるならばね、ちょっとあえて意見を言わしていただき

たいんですけれども、住民に示した後に修正しなければならな

いような内容の資料は、もう今後一切住民に示すべきではない

と、このことは意見として、申し上げておきたいなと思います。 

あとは、最後１つになりますが、前回なんですけれども、運

用の見直しについて、他の委員の方から、委員に直接送られて

くる資料や意見について何か、取り扱いなどが必要ではないか

と、こうした意見がありましたよということで、紹介をされて

おったんですけども、これどういった取り扱いを想定されてい

たのか、これも参考のためにお聞かせください。 

 

 事務局からお願いします。 

 

前回いただいた御意見等を踏まえまして、現時点で要領での

規定というのは行わない方向で考えております。やはり、市民

の御意見を聞いた上で、審議をしたいと思われる委員の方もい

らっしゃれば、法に基づく手続きで示されたもので審議を行い

たいと考える委員の方もいらっしゃり、様々な考えがあると思

っておりますので、個人の判断で受け取りの可否というのは、

御対応をお願いできればと考えているところでございます。 

 

ありがとうございます。私たちも本当に市民の、できれば地

域の方の御意見を直接お聞きしたりしていきたいと思います、

それを審議にできるだけ生かしていきたいと思っていますの

で、そうやって取り扱っていただいて、よかったかなと思って
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おりますので、最後要望としてはやっぱりこのちょっと表現な

んかのところについても、是非考えていただきたいということ

で、意見申し上げて私からの質問終わりたいと思います。 

 

ありがとうございました。いろいろと御意見いただきました

んで、今回は結論に至らないというような判断をさせていただ

きます。いただいた意見を踏まえまして、次回に改めてまたこ

の場で御報告をするということで、この件は、本日は終わりた

いと思います。どうもありがとうございました。 

では、今年度の予定の案件ですね２つ目に報告事項を事務局

からお願いいたします。 

 

今年度予定しております案件は、現在改定に向けた取組を進

めております都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に

つきまして、全体構想等の素案を取りまとめた中間報告をさせ

ていただく予定でございます。また、あわせて先ほど御報告さ

せていただきました招提東町地区の市街化調整区域における

地区計画について御審議をいただく予定としております。開催

時期につきましては、来年３月ごろを予定しております。詳細

の日時等につきましては、改めて調整の上、御連絡させていた

だきます。 

委員の皆様におかれましては、年度末の公私御多忙の折かと

存じますが、御出席いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。以上その他でございます。 

 

ありがとうございました。本日予定しておりました案件はす

べて終了いたしました。それでは、傍聴人に退場していただこ

うかと思います。傍聴の方が退場するまでしばらくお待ちくだ

さい。 

 

（傍聴人退場） 

 

では再開いたします。他に事務局から何かございますでしょ

うか。 

 

特に事務局からございません。 

 

ありがとうございます。最後に、枚方市を代表しまして中村

都市整備部長より閉会の御挨拶をお願いいたします。 
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令和７年度第２回枚方市都市計画審議会の閉会に当たりま

して、一言、御挨拶の方を申し上げます。 

本日お諮りさせていただきました東部大阪都市計画生産緑

地地区の変更並びに特定生産緑地の指定につきまして、慎重な

御審議いただき、御承認いただきましたこと、誠にありがとう

ございます。併せまして、本日報告案件、いろいろ御説明をさ

せていただきましたけれども、その中でも貴重な御意見いただ

きまして誠にありがとうございます。 

次回の審議会におきましては、現在、都市計画手続きを進め

ております、先ほども報告ございましたけれども、招提東町の

地区計画、こちらの方につきまして、次回しっかりと説明の上、

御審議の方いただきたいというふうに思っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

また、令和８年度末に、都市計画マスタープランと立地適正

化計画、こちらの方が計画終期を迎えますので、今現在、事務

局の方で改定の検討を進めているところでございます。そちら

の方につきましても、先ほど担当課長からも報告ありましたけ

れども、中間報告をさせていただきたいと思っており、御意見

等々いただければというふうに思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 

さて本年、12月に入り、残すところ１ヶ月わずかと、１ヶ月

を切るような状態になっております。本日からも非常に寒い状

態となっておりますので、どうぞ委員の皆様におかれまして

は、御自愛いただきますようお願いいたしまして、閉会の一言

とさせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

 

以上をもちまして本日の議事すべて終了いたしました。 

ここで私の方から１点お願いがございます。委員の皆様にお

かれましては、ＳＮＳなどを活用されている方いらっしゃると

思います。その場でですね、都市計画審議会、本審議会の品位

とか本来の目的を損なう恐れのあるような情報発信はお控え

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

それではこれにて審議会終了したいと思います。本日はどう

もありがとうございました。 

 

令和７年度第２回枚方市都市計画審議会議長 

 


